
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す

る
発
行
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例

（
趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
発
行
手
数
料

（
以
下
「
発
行
手
数
料
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
手
数
料
（
以
下
「

情
報
提
供
手
数
料
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
発
行
手
数
料
）

第
二
条

申
請
者
（
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。
）
は
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
る
電
子
証
明
書
の
提
供
を
受
け
る
際
、
発
行
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
発
行
手
数
料
は
、
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
認
証
機
関
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
証
機
関
で
あ
っ
て
、
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
認

証
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と

と
し
、
そ
の
収
受
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
。

３

発
行
手
数
料
の
額
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
認
証
機
関
が
行
う
法
第
三
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
証
明
書
の
発
行
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
等
に
要
す
る
費
用
を
基
礎
と

し
て
、
指
定
認
証
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
認
証
機
関
は
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
勘
案
し
て
、
発
行

手
数
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
提
供
手
数
料
）

第
三
条

署
名
検
証
者
等
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
検
証
者
等
を
い
う
。
）
は
、
同
項

の
規
定
に
よ
る
保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
の
提
供
（
以
下
「
保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
の
提
供

」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供
（

以
下
「
保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
情
報
提

供
手
数
料
を
指
定
認
証
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
情
報
提
供
手
数
料
は
、
法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
認
証
機
関
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

３

情
報
提
供
手
数
料
の
額
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
認
証
機
関
が
行
う
保
存

期
間
に
係
る
失
効
情
報
の
提
供
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
等
及
び
保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
フ
ァ

イ
ル
の
提
供
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
等
に
要
す
る
費
用
を
基
礎
と
し
て
、
指
定
認
証
機
関
が
定
め



る
も
の
と
す
る
。

４

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
情
報
提
供
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
四
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
の
施
行
期
日
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２

奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号
）
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第

各
市
町
村

三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
発
行
手
数
料
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
五
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条

例
」
と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
る
発
行
手
数
料
の

徴
収
に
係
る
事
務

２

１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
の
施
行
に
係
る
事
務
の
う
ち
規

則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


